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○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
四
号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

（
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

２

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
医
療

と
お
り
と
す
る
。

の
提
供
に
関
す
る
地
域
別
、
病
床
の
種
類
別
及
び
医
療
機
関
の
種
類
別
の
病

床
数
並
び
に
地
域
別
及
び
医
療
機
関
の
種
類
別
の
医
療
機
関
数
の
推
移
の
状

況
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

一

医
療
の
提
供
に
関
す
る
地
域
別
、
病
床
の
種
類
別
及
び
医
療
機
関
の
種

（
新
設
）

類
別
の
病
床
数
並
び
に
地
域
別
及
び
医
療
機
関
の
種
類
別
の
医
療
機
関
数

の
推
移
の
状
況
に
関
す
る
情
報

二

地
域
別
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康

（
新
設
）

保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
（
同
項
に
規
定
す

る
訪
問
看
護
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

数
の
推
移
の
状
況
に
関
す
る
情
報

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
方
法

（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
方
法

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
三
十
条
の
三

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を

第
三
十
条
の
三

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を

受
け
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

受
け
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
険
医
療
機
関
等
（
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
同

三

保
険
医
療
機
関
等
（
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
過
去
に
取
得
し
た
療
養
又
は
指

じ
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項

定
訪
問
看
護
（
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い

に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
過
去

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る

に
取
得
し
た
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
（
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

情
報
を
用
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
電
子
情
報
処
理

す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
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組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に

被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報
を
用
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
照
会
を
行
い
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
回

に
対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

答
を
受
け
て
取
得
し
た
直
近
の
当
該
情
報
を
確
認
す
る
方
法
（
当
該
者
が

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
照
会
を
行
い
、
後
期
高
齢

当
該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
（
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び

者
医
療
広
域
連
合
か
ら
回
答
を
受
け
て
取
得
し
た
直
近
の
当
該
情
報
を
確

そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
又
は
居
宅
に
お
け
る
薬
学
的
管
理

認
す
る
方
法
（
当
該
者
が
当
該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
（
居
宅
に
お

及
び
指
導
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
指
定
訪
問
看

け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
又
は
居

護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

宅
に
お
け
る
薬
学
的
管
理
及
び
指
導
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
電
子
資
格
確
認
（

合
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と

法
第
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い
う
。
）
に
よ
る

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業

確
認
を
受
け
て
か
ら
継
続
的
な
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る

者
か
ら
電
子
資
格
確
認
（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格

場
合
に
限
る
。
）

確
認
を
い
う
。
）
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
か
ら
継
続
的
な
療
養
又
は
指
定

訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
が
必
要
と
認
め
る
場
合
）

（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
が
必
要
と
認
め
る
場
合
）

第
五
十
条

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
寝
た
き
り
の
状
態

第
五
十
条

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
寝
た
き
り
の
状
態

に
あ
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
者
（
第
四
十
八
条
の
基
準
に
適

に
あ
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
者
（
第
四
十
八
条
の
基
準
に
適

合
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
訪
問
看
護
療
養

合
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
訪
問
看
護
療
養

費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
現
に
指
定

費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
訪
問
看

訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

護
事
業
者
が
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
（
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
か
ら
現
に
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


